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第 1 は じめに

原発の安全性 は、原発の実用化以降、過去の事故や運転経験か ら教訓 を学んで

「不確か さ」 を考慮 して安全対策 に万全 を期す深層防護 とい う考 え方 に よつて国

際的に実践 されてきている。 ところが、我が国の規制 当局は、 1996年 に IAEAが

初告 していた深層防護 の考 え方 に基づ く安全対策の国内への導入 をあえて見送

り、その職務 を放棄 した。そ して、2011年 3月 11日 を迎 え、図 らず も我が国の

原発安全対策 の不備 と深層防護 の考 え方 に基づ く安全対策の必要性 が実証 され る

こととなった。

3.11事故 を経験 した我が国において、原発が確保すべ き最低限の安全基準 とし

ては、3.H事故以前 に導入が見送 られていた 「確 立 されてい る国際的な基準」で

ある深層防護 の考 え方 に基づ く安全対策 が徹底 されてい る必要がある。 ところ

が、国 も九州電力 も深層防護 の考 え方 を取 り入れ安全性 は確保 されてい ると主張

している。 しか し、我が国の新規制基準は、依然 として国際的基準である深層防

護 の考 え方が徹底 されているとは言 えず 、 このまま川 内原発 の稼働 の継続 を許せ

ば、3.11事 故以上の過酷事故が発生 しフクシマの被害 を超 える事態 を招 く可能性

す らある。

以下、原発事故 を起 こさないための基本的な考 え方 として、国際的に確立 して

いる深層防護 の考 え方 の内容 を述べ (第 2)、 確立 していた深層防護 の考 え方 に基

づいた国際的基準の導入 を我が国の規制 当局が意図的に見送 るとい う職務放棄が

3.11事故の被害拡大 を招いた ことを述べ (第 3)、 3.11事故後 に策定 された新規

制基準 も依然 として深層防護 の考 え方 に基づ く安全紺策が徹底 されていない こと

を述べ (第 4)、 特 に住民の生命健康 を守 るために避難計画に関 し全 く基準に取 り

込んでお らず致命 的欠陥があることを述べ (第 5)、 最後 に新規制基準に適合 した

として も事故の再発や被害の発生 を防 ぐことができない ことを述べ る。

第 2

1

原発安全対策 として国際的に深層防護 の考 え方 が確 立 してい ること

深層防護 について
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我が国を含 め原発 を保有す る世界各国では、原発の安全紺策 について、「深

層防護 (Defense in Depth。 多層防護 、多重防護 と訳 され ることもある)」 と

い う考え方 が重要な指導理8と して考 え られてきた (以 下 この第 2第 1項か ら

第 4項 は甲第 173号証による)。

深層防護 の考 え方 自体は、原発特有の考 え方ではない。原発 の安全対策 を論

じる際に深層防護 の考 え方が殊更に強調 され るのは、ひ とたび原発事故が発生

す ると多 くの市民生活 を根底か ら覆 しかねないほ ど深刻であるため、原発事故

を防止す るためには 「予想 していない こと」が起 きた場合 に備 えて紺策 を幾重

にも重ねて リスクをゼ ロに近づ けるとい う深層防護 の概念 を適用す ることが有

効 と考 え られているか らである。

2「不確か さ」 を考慮 した深層防護 の考 え方 に基づ く安全対策

原発 に限 らず、一般産業や社会的活動 を含 めて、ある一つの対策が完壁 に機

能す るのであれ ば、対策はそれだけで十分 なはずである。

ところが、実際には、ある封策 は、ある想定 (シ ナ リオ)に基づいて考 え ら

れているため、「形 あるものは必ず壊れ る し、思 うよ うに動かない。対処でき

ない ことがある」 とい う意味で、その想定か ら抜 け落 ちる事項や人知の及 ばな

い事項す なわち 「不確 か さ」が存在す ることは否定できない。

「深層防護 の考 え方」 とは、安全 に対す る脅威 か ら人 を守 ることを 目的 とし

て、ある 日標 を持 つたい くつかの障壁 (以 下 「防護 レベル」 とい う)を 準備 し

て、ある レベルの防護 に失敗 した ら次の防護 レベルで防護す るとい う考 え方で

ある。

深層防護 の考 え方 自体は、原発 に代表 され る原子力施設特有 の考 え方ではな

く自動車 1や航空機 の安全姑策 に も取 り入れ られてい る考 え方である。

1例 えば、自要力車事故の安全紺策を深層防護の考え方に基づいて説明すると次のような説明になる。

①異常発生の防止 (シ フ トレパーを Pに しなければ、エンジンがかからない。)②異常の緩和、事故ヘ

の進展防止 (急 ブ レーキを踏んだ時に自動的にブ レーキカを高めるブ レーキアシス ト装置、衝突を回避

す る際にブ レーキがロンクすることを防 ぐABS)③ 人的被害の防止 (衝 突安全性に優れたボディ設
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原発 を稼働 させ る場合、炉心に大量の放射性物質 を内蔵 してお り、人 と環境

に対 して大 きな リスク源が内在 し、人 と環境 を防護す るにあたって、放射線や

放射性物質が制御 されず に環境 中に放 出 され る現象や、それ らが人 と環境 に影

響 を与 えるまでの現象 にも 「不確 か さ」の領域が多 く存在す る。 しか も、万が

一にも事故が発生 した場合 には、3.11事 故で明 らかになった よ うに市民生活が

根底か ら覆 され るとい う深刻 な被害が発生す る。

したがつて、原発 の運転 に際 して適用 され る安全対策 は、事前 には十分 と思

われた対策であって も、思いがけない理 由で失敗す るとい う「不確 か さ」の影

響 を考慮 して、別 の対策、すなわち次の防護 レベル の姑策 を繰 り返す ことによ

つて 「不確 か さ」に封処 しつつ、放射線 リスクの顕在化 を徹底的に防いで リス

クをゼ ロに近づけてい くとい う深層防護 の考 え方 に基づいた対策が必要 とな

る。

なお、多重 の物理的障壁 (燃料ペ レッ ト、燃料被覆管、原子炉圧力容器 、原

子炉格納容器 、建屋 )を用いて放射性物質 を閉 じ込 めて 自然界への放 出を防 ぐ

方法、考 え方 を 「多重障壁」 とい うが、多重障壁 は、深層防護 の考 え方 ととも

に安全 を確保す るために用い られ る考 え方の一つで、深層防護 の考 え方に基づ

く安全姑策 の一部 を構成す るものであって、密接 に関連す るものの同 じ意味で

はない (甲 第 A第 173号証 29頁 )。

3 防護 レベル設定にあたつての基本的な考 え方

深層防護 の考 え方 を適用 して高い安全性 を確保す るためには、信頼性が高

く、かつ共倒れ しない防護 レベル を脅威 に対 して幾重 にも準備 してお く必要が

ある。すなわち、ある防護 レベルが どんなに頑健 であつた として も、単一の防

護 レベル に頼 ってはな らず、一つの防護 レベルが、万が一、機能 し損 なって も

次の防護 レベルが機能す るよ うに しなければな らない。

計、乗員の草外への飛び出 しや衝突の衝撃 を緩和す るためのシー トベル トやエアバ ック)④人的被害の

緩和 (救 急 医療搬送体制の充実 )
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深層防護 の考 え方に基づ く安全対策 を有効 なものにす るためには、下記 (1)～

(4)の よ うな要素が必要である。

(1)各 防護 レベル の信頼性

それぞれの防護 レベルで最善 を尽 くす ことで、初 めて全体 としての効果が

期待 され るものであって、他 の防護 レベル に依存 して対策 を考 えるものでは

ない。前段の防護 レベルの対策 が十分にな されてい るか らと言 つて後段 の防

護 レベル を手加減 して も良い とい うことにはな らない し (前段否定 )、 また、

逆に前段の防護 レベルが不十分だか ら後段の防護 レベルが必要 になるとい う

ものではない (後 段否定 )。

現実に事故が起 きた場合 には、ある レベルの取 り組みが不十分であった こ

とが事後的に分析 され るが、事前の計画 としては、可能 な限 りの知見 を駆使

して対策 を とつてお く必要がある。各防護 レベルの防護策の信頼性 を高める

ことは、高い安全性 を実現す るためには不可欠な取 り組みである。

各 レベルで最善の努力 を して、かな り完壁 に近い ところまで達 してい るこ

とを前提 に して、あえてその効果が十分でなかった場合 に備 えて対策 を深層

化 (多層化 )す るとい う「前段否定 。後段否定の論理」が深層防護 では貫か

れているのである。

各防護 レベルの信頼性 を高 めるためには、単なる設備設計 (す なわちハー

ド面)の対応だけでな く、適切 な立地の選定、製造、建設、試運転、運転お

よび保全、体制 (組織、人員、力量)等 を含 めた運用面 (ゾ フ ト面)か らの

取 り組みが必要で、 さらに 日々の運転経験 をフィー ドバ ック してい く必要が

ある。 ある防護 レベルでの信頼性 を向上 させ るために、特 に重要 な安全機能

を有す る機器 には、設計者が意図 した よ うに動作す ること、つま り高い信頼

性 を有す るよ うに、設計・建設 。保守 され ることが極 めて重要なのである。

その うえで、安全機能 を有す る機器 には、ある特定の機器や系統が作動 しな

くて も、簡単にはその機能が喪失 しない様 な性質 (故 障に強い対策 )と し
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て、多様性 2、 多重性 3、 独立性 4が 求め られ る。

修)各 防護 レベルの独立性

複数 の防護 レベルがすべて機能 しなかった ときに、原発事故 によつて人或

いは環境 に対す る有害な影響が引き起 こされ る。深層防護 の考 え方で不可欠

な要素は、異なる防護 レベルが、各 々独立 して有効 に機能す ることである。

そのため、ある防護 レベル にお ける設計、機能、対策 な どが、他 の防護 レベ

ルのそれ らに とつて障害 とな らない よ うに しなけれ ばな らない。 また、ある

防護 レベルが、他の防護 レベル の機能失敗 によって従属的に機能失敗す るこ

とがない ことを含 め、各防護 レベルが独立な効果 を発揮す るよ うに設計 を行

うことが必要である。

各防護 レベルの独立性 を確保す るためには、想定外があ りうることを考慮

して、全 く異なる取 り組み (例 えば、設備や機器 な どのハー ドウェアに頼 っ

た対策だけでな く、マネ ジメン トによる対策 な ど)を準備す ることが有効で

ある。

例 えば、デパー トな どの大型商業施設 な どの火災紺策 として、完壁 に近い

スプ リンクラー を設置 した ことを理 由 として、在館者 の避難経路や避難計画

を検討 。作成 しな くて も良い とい うことにはな らない。

あ らか じめ、完璧であるはずのハー ドウェアが想定通 りに機能 しない とい

う「想定外」の事態 も考慮 に入れて、その次の対策 として ノフ ト面でのマネ

ジメン ト対策 が必要 となって くるのである。

13)防護 レベル のバ ランス

各防護 レベル が各 々独立 して有効 に機能す ることが必要であるが、 これは

各防護 レベルが相互 に無 関係 に考 え られ るべ き とい うことを意味す るもので

はない。防護策全体の性能 を高めるためには、複数 の層 をそれぞれ形成す る

各 レベルが適切 な 「厚み」 を持 ち、各 レベルの防護策がバ ランスよく講 じら

2多 重性 とは、同一の機能 を果たす同一の性質の系統または機器 が二つ以上あること
3多様性 とは、同一の機能 を有す る異なる性質の系統または機器が二つ以上あること
4独 立性 とは、共通要因によつて同時にその機能が損なわれ ないよ う二つ以上の系統または機器 が、想定 され

る環境条件お よび運転状態において物理的方法その他の方法によ りそれぞれ互いに分離す ること

7



れ、ある レベルの防護策 に負担が集 中 しない ことが重要である。

ある レベル の防護策 に過度 に依存す ることは、その レベルが突破 されて し

ま うと安全対策全体 として防護 に失敗す ることになるか ら、「不確 か さ」へ の

備 えにな らず不適切 である。

條)不 確 か さ排除の努力

リスクの内容 な らびに リスクの不確 か さについての認識 は、運転経験や知

見の蓄積 とともに変化 し、予測 の不確 か さも変化 してい く。知見の蓄積 な ら

びに洞察によって、 この 「不確 か さ」 を極力排除 してい く努力 を継続す る必

要がある。 3.H事故 のよ うな重大事故 をは じめ として些細 な事故 について も

原因を究明 して、教訓を学び取つて新 たな対策 を重ねて続 けてい く努力 こそ

が、原発 の リスクをゼ ロに近づ けてい くためには不可欠 な姿勢なのである。

4 深層防護 の考 え方が発展 していつた経緯

原発が実用化 された 1960年代か ら国際的に深層防護 の考 え方 は、安全紺策

における重要な指導理念であるとして議論 されてきた。 当初 は、事前に事故 を

想定 して施設 の設計 を行 つて適切 に施設 を保守・管理 しさえすれば事故 は起 こ

りえない と認識 されていた。 しか し、その後、運転経験や事故 を教訓 としなが

ら徐 々に 「不確 か さ」 を考慮すれ ば、設計段階では予想 できない事故が発生 し

て しま うこと、そ してそ うした事故は被害規模 が大 きな事故 (シ ビアアクシデ

ン トとい う)へ と発展す ることが分かってきた。そ こで、シ ビアアクシデ ン ト

が発生す ることを前提 に施設 内でのシ ビアアクシデ ン ト紺策や、地域住民の実

効的な避難計画の必要性 が要求 され るに至った。

以下では、防護 レベルが深層化 (多層化 )した経緯 を述べてい く。

(1)旧 来の深層防護 の考 え方～事故 は発生 しない とい う安全神話

1960年代か らすでに深層防護 の考 え方が、原発 の安全対策 において重要な

指導理念であると認識 されていた。 当時か ら 「共倒れのない高い信頼性 を持

つ複数の手段で安全対策 を行 つてい く」 とい う意味での深層防護 の考 え方 に

基づ く安全対策が行 われ 、運転経験や事故 を教訓 としなが ら修正 され後述す
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る IAEAの 第 5層 の深層防護 の考 え方へ と発展 していつた。

1960年代か ら 70年代までの国際的な深層防護紺策 といえば、いまだ 「不確

か さ」への考慮が不十分で、設計基準事象 とい う「想定の中での対策」に留

まっていた。

実際に安全系統や安全機器 を設計す る立場に立てば、設計のための具体的

な条件が分か らなければ、設計は事実上不可能で、 どうい う事故 なのかはっ

き りさせ ない と対策の立て よ うがない。

そこで、安全対策の設計にあたって、まず、人工的に 「ある想定」にもと

づいて事故 シナ リオを想定 し、 これ に基づいて具体的な安全封策 を設計 して

い くことになる。 この事故 シナ リオを 「設計基準事象」 とい うが、設計基準

事象が設定 されれば、理論上は、 これ によつて現実に起 きる可能性 のある多

様 な事故群、事故対策手順 (事故 シーケンス)がカバー され ることになる。

設計基準事象 における安全設計上の想定条件 としては、ひ とつの想定起囚

事象 (例 えば重大な冷却材喪失事故)に対 し、いかなる単一機器 (あ るいは

単一 システム)が機能喪失 して も、炉心健全性 と炉心冠水 を維持できる (こ

の二つが維持できれ ば一般公衆 に被害 を及 ぼ さない)よ うに設計す るとい

う、いわゆる 「単一故障基準」が要求 されていた。

つま り、 1960年代か ら 70年代までの安全紺策は 「適切 な品質保証 の元で設

備 が維持 され るな らば、ある一つの原 因によつて複数 の機器 が同時に故障す

るとい う共通原 因故障 (同 時故障、多重故障 ともい う)に よる炉心冠水 の失

敗 による炉心損傷の発生確率は著 しく低 く、事実上は起 こ りえない」 とい

う、「安全機能の多重故障は起 きない 。考 えるだけ無駄 である」 とい う工学的

判断に基づ く一種 の安全神話 に支配 されていた。

修)事 故の発生 を前提 に して防護 レベルが多層化 した こと

ところが、 1979年 に発生 したス リーマイル 島事故やその他 の様 々な運転経

験 を経て、設計基準事象で想 定 されたシナ リオを逸脱す る内部事象 (機械故

障、 ヒューマ ンエ ラーな ど)、 外部事象 (地震、津波、台風等 )、 人為的事象
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(テ ロ等)に よつて、安全機能の多重故障が、従来の想定 よ りも起 こ り易い

ことが分かった。

シビアアクシデ ン ト (重大事故、過酷事故 ともい う)と い う言葉がある

が、これは、設計基準事象 を大幅に超 える事象であつて、安全設計の評価上

想定 された手段では、適切 な炉心の冷却または反応度の制御 ができない状態

に陥 り、最終的には炉心の重大な損傷 に至 る事象 のことを指す。ス リーマイ

ル島事故な どはその代表例である。 当然 、シ ビアアクシデ ン トの発生 によつ

て引き起 こされ る事故の影響 は大 きく無視できない。

そ こで、シ ビアアクシデ ン トが起 こ り得 ることを前提 に した深層防護 の考

え方 に基づいた安全対策 の必要性が出てきた。

新設炉 と既設炉 とでは対策 のアプ ローチ方法が異なるが、既設炉 について

は、設置時に既 に単一故障基準 を前提 に した設計基準事象 に基づ く機器設計

が行われているため、多重故障が発生す ると、 どうして も設計基準 を超 えた

事故状態、すなわちシ ビアアクシデ ン トヘ と移行す る可能性 を卒んでい る。

そのため、事故状態がシ ビアアクシデ ン トヘ と拡大す るのを防止す る安全

対策や シ ビアアクシデ ン トになった場合 にその影響 を緩和す る安全対策 、 さ

らにはシ ビアアクシデ ン ト対策 が失敗 した場合 に備 えて地域住民が実効的に

避難 できるための避難計画の策定な どの必要性 が認識 され るよ うになった。

防護 レベル設定の基本的考 え方 (第 3項 (1))で 言及 した 「各防護 レベル で

最善の努力 を して、かな り完璧 に近い ところまで達 してい ることを前提 に し

て、あえてその効果が十分でなかった場合 に備 えて対策 を深層化 (多層化 )

す る」 とい う前段否定 。後段否定の論理 によつて、それまでの設計段階での

事故対策 に加 えて、設計基準 を超 えるシ ビアアクシデ ン トの発生に備 えて原

発 の安全対策が深層化 (多層化 )したのである。

5 3.11事故 当時の国際的基準 としての IAEAの 5層 の深層防護

位)IAEAの 5層 の深層防護
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IAEAの 深層防護の防護 レベル (IN SAG-10

こ うして、 旧来の設計基準事象 に基づ く深層防護射策の限界が認識・確認

され、 1996年 に IAEAは INSAG-10においてシ ビアアクシデ ン ト対策 と、 さら

にそのシ ビアアクシデ ン ト対策が失敗 した場合 に備 えた防災対策 とい う新た

な防護 レベル (後 述す る第 4と 第 5レベルの防護対策)が設定 され、深層防

護 の考 え方 に基づ く安全紺策が深化・発展 した (甲 A第 1号証 120頁～ )。

1996年 に IAEAが提起 した 5層 の深層防護 の概念 とは以下の ものである。

第 1層 は異常運転や故障の防止 、第 2層 は異常運転 の制御お よび故障の検

知、第 3層 は設計基準内事故への制御 となってい る。続 く、第 4層 は炉心の

深刻 な損傷 とその影響 を緩和す るためのシビアアクシデ ン ト対策、第 5層 は

放射性物質 の放 出か ら住民を守 るための防災対策か らなる。

先述 した防護 レベル の信頼性 で紹介 した 「前段否定 。後段否定の論理」 と

は、各階層で最善 を尽 くして完壁 に近い防護対策がな されてい るところに、

あえて防護対策が破 られ ると仮定 し、次の防護 レベル を設定 して安全対策 を

講 じるべ きであるとい う考 え方であった。

この考 え方 か ら IAEAの 5層 の深層防護 を説明す ると、第 1か ら第 3層 ま

では設計基準事象 を念頭 に置 いた原発 の設計段階 にお ける安全紺策で あ り、

各層 で最善 を尽 くして完壁 に近 い安全対策 が実施 され ることになる。 さらに
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防護レベル 目的 目的達成に不可欠な手段

第1層 異常運転や故障の防止
保守的設計及び建設 B運転にお

ける高い品質

第2層
異常運転の制御及び故

障の検知

制御、制限及び防護系、並びに

その他のサーベランス特性

プラントの当
初設計

第3層
設計基準内への事故の

需1往F

工学的安全施設及び事故手順

設計基準外 第4層

事故の進展防止及びシビ

アアクシデントの影響緩

和を含む、過酷なプラント

状態の制御

補完的手段及び格納容器の防

護を含めたアクシデントマネジメ

ント

緊急時計画 第5層

放射性物質の大規模な

放出による放射線影響の

緩和

サイト外の緊急時対応、実効的

な避難計画の存在



それ に付 け加 えて、ス リーマイル 島事故の教訓な どによ り、あえてその完璧 に

近いはずの安全対策が破 られ、設計基準事象 を大幅 に超 える事故 (シ ビアアク

シデ ン ト)が発生す ることを前提 に して、原発施設外への放射性物質の放 出を

防止す るための第 4層 のシ ビアア クシデ ン ト対策 が要求 され、 さらにその第

4層 す ら破 られて施設外 に放射性物質が放 出 された ことを想 定 した最後 の第

5層 の緊急時計画 として実効的な住民の避難計画 まで も要求 してい るのであ

る。

12)追加 されたシ ビアアクシデ ン ト対策 と実効的な避難計画 について

シ ビアアクシデ ン ト対策 (第 4層 )と 実効的な避難計画 (第 5層 )に ついて

補足説明す る。

シ ビアアクシデ ン ト対策 (第 4層 )は 、設計基準事象 を大幅 に超 える事象で

あって、安全設計 の評価 上想 定 された手段では適切 な炉心の冷去,ま たは反応

度 の制御 ができないシ ビアア クシデ ン トに備 えて、シ ビアア クシデ ン トに至

るおそれ のある事態が万一発生 した として も、現在 の設計 に含 まれ る安全余

裕や本来の機能以外 に も期待 し得 る機能若 しくはその事態 に備 えて新規 に設

置 した機器 を有効 に活用す ることによつて、その事態がシ ビアア クシデ ン ト

に拡大す るのを防止す るため、又はシビアアクシデ ン ト に拡大 した場合 にそ

の影響 を緩和す るために採 られ る措置 (手順書の整備並びに実施体制や教育・

訓練等の整備 を含む。)の ことをい う (甲 A第 174号証 )。

実効的な避難計画 (第 5層 )に ついて IAEAは 、事故 によ り放 出 され る放射

性物質 による放射線 の影響 を緩和す るため、十分 な装備 を備 えた緊急時管理セ

ンターの整備 と、原発サイ ト内及びサイ ト外の緊急事態に対応す る緊急時計画

と緊急時手順 の整備 が必要 としてい る (NS‐ R‐ 1、 SSR‐ 2/1、 甲A第 170号

証 )。 また、原子炉施設の立地評価 (NS‐ R‐ 3、 甲 A第 171号証)において 「人

口及び緊急時計画 に関す る検討 によ り得 られ る判断基準」として 「住民に対す

る放射線影響の可能性、緊急時計画の実行可能性 とそれ らの実行 を妨 げる可能

性 のある外部事象や現象 を考慮 し、提案 された立地地点に対す る外部領域 を設
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定 しなけれ ばな らない。プラン ト運転前 に設定 され る外部領域 に対す る緊急時

計画において、克服できない障害が存在 しない ことを、プラン トの建設 が始ま

る前に確認 しなければな らない」 と定めている。

第 3 規制 当局の職務放棄が 3.11事故の被害拡大 を招いた こと

1 は じめに

我が国 も、IAEAの 発足 当初 (1957年)か らの加盟 国であるか ら、IAEAに

おいて深層防護 の考 え方 に基づ く安全対策が深化 。発展 してゆ く議論状況 を十

分 に認識 していた。

ところが、我が国では、「各階層 で最善 を尽 くして完壁 に近い安全対策がな さ

れているところに、あえて『 不確 か さ』を考慮 して、安全対策が破 られ ると仮定

して、別 の対策 、次の防護 レベル の対策 を繰 り返す ことによつて不確 か さに対

処 して リスクの顕在化 を徹底 的に防いで リスクをゼ ロに近づ けてい く」 とい う

深層防護 の考 え方 に基づ く安全対策 の必要性 を認識 しつつ も、その実践 を行 う

ことはなかった。

その後、3.11事故 において、それまでの安全対策の不備 が明 らかになった。

地震や津波の想 定を取 り入れ た設計 を行 っていなかった とい うことに加 えて、

第 4層 の防護 レベル であるシ ビアアクシデ ン ト対策 と第 5層 の防護 レベルであ

る実効的な避難計画 については、規制要件 にす らなっていない とい う致命 的な

欠陥が浮 き彫 りとなった。

2 3.11事故 当時の我 が国の規制基準の実態

まず、3.11事故前 の我が国の原子力安全規制 の実態 と 1996年 に提唱 されて

いた IAEAの 5層 の防護 と比較す ると、我が国の規制 は、IAEAが 要求 していた

深層防護 の全 5層 の安全対策の うち第 3層 までの対応 に とどまつてい るとい う

ものであった。 IAEAの 第 4層 に相 当す るシ ビアアクシデ ン ト対策 は規制要件 と

なってお らず、事業者 の 自主性 に委ね られていた (甲 A第 1号証 28頁 )。 同様

に、第 5層 の避難計画 に関 しては、そ もそ も原発安全神話 との関係 で事故の発
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3

生 を前提 に した 「避難」計画の策定 自体がタブー視 されていて、具体的な避難

計画 自体が存在 しない とい うものだつた (甲 A第 1号証 38頁 )。

この よ うに、 3。 11事故前に、国や電力会社 による 「原発安全神話」 を支 えて

いた我が国原子力安全規制の実態は、 15年 ほ ど前 に提唱 されていた IAEA基 準

に大 きく遅れた旧態依然たる規制 に過 ぎなかったのである。

規制 当局が意図的に国際的基準の導入 を見送 つていた こと

3.11事故 当時の原子力安全員会は、国内規制が IAEAの 5層 の深層防護 に大

き く後れ を取つていたことを認識 しなが ら黙認 してきた ことが、3.11事 故後の

国会事故調 の参考人質疑において明 らかになってい る (甲 A第 1号証 H頁 )。

位)シ ビアアクシデ ン ト対策の放棄

日本で も、 1979(昭 和 54)年 のス リーマイル島事故や 1986年 のチ ェル ノブ

イ リ事故 を経て、 IAEAの第 4層 にあた るシ ビアアクシデ ン ト対策の必要性が

認識 された。 1987(昭 ボE162)年 には、当時の原子力安全委員会 にシ ビアアク

シデ ン ト対策の必要性 を検討す る共通問題懇談会が設 け られた。

しか し、 1992(平成 4)年 に原子力安全員会が出 した結論は、「我が国の原

子炉施設の安全性 は、現行 の安全規制の下に、設計、建設、運転 の各段階に

おいて、異常の発生防止、異常の拡大防止 と事故への発展の防止、及び放射

性物質の異常な放 出の防止、 とい ういわゆる多重防護 の思想 [深層防護 と同

じ意味 :引 用者注]に基づ き厳格 な安全確保対策 を行 うことによつて十分確

保 されてい る。 これ らの諸姑策 によってシ ビアアクシデ ン トは工学的には現

実 に起 こる とは考 え られ ない ほ ど発 生 の可能性 は十分 小 さい もの とな ってお

り、原子炉施設のリスクは十分低 くなっていると判断される (甲 A第 175号

証 2頁 )。 」「アクシデン トマネージメン トは、これまでの対策によつて十分低

くなっているリスクをさらに低減するための、原子炉設置者の技術的知見に

依拠する『知識ベース』の措置であり、状況に応 じて原子炉設置者がその知

見を駆使 して臨機 にかつ柔軟に行 われ ることが望まれ るものである。従 っ

て、現 時点 にお いて は、 これ に 関連 した整備 が な され てい るか否 か、 あ るい
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はその具体的対策の内容の如何 によって、原子炉の設置または運転 を制約す

るような規制的措置が要求されるものではない (下線 引用者 )(甲 A第 175号

証 24頁 )」 として、深層防護 とい う考 え方の重要性 は認識 しなが らも、シ ビ

アアクシデ ン トの発生の可能性 は小 さく、シビアアクシデ ン ト対策 は事業者

の 自主的対策 に委ねて規制要件 としない として、規制 当局 としてシビアアク

シデ ン ト対策 を講 じず、その職務 を放棄 して しまったのである。

深層防護 の考 え方 (特 に 「前段否定 。後段否定の論理」)を素直に理解すれ

ば、設計段階での安全対策の信頼性 を高めるとともに、その対策が破 られて

しまった場合 に備 えて、次の段階での対策 を重ねて安全対策 を深層化 (多層

化 )し なけれ ばな らないはずである。

しか し、92年 の原子力安全員会 は 「設計段階までの紺策が深層防護思想 に

よつて万全 となっているか ら、次の段階のシ ビアアクシデ ン ト対策 について

規制措置 を とる必要 はない」 と、深層防護 の考 え方が採用 されてい ることを

理 由に して、深層防護 の考 え方 に基づ く規制要件の深層化 は不要だ とい う全

く理解不能な考 え方 によってその職務 を放棄 したのである。

12)避難計画の策定の放棄

IAEAの 第 5層 にあた る実効的な避難計画 に関 して も、第 4層 と同様 に、国

は有効 な対策 を講 じずその責務 を放棄 している。

2006(平成 18)年、原子力安全委員会は よ うや く、IAEAが示 していた防護

措置実施 の考 え方 を取 り入れ るべ く防災指針 の見直 しの検討 を始 めた。

ところが、原子力保安院は IAEA基 準の導入がかえつて住民の不安 を募 らせ

ると考 え、それが、当時推進 中であつたプルサーマル計画に も影響が出るこ

とを懸念 した。 この安全性 よ りも原発推進 を優先 させ る原子力保安院の意 向

を受 けて、原子力安全委員会は国際基準の導入 を実質的に見送 つた (甲 A第 1

号証 390頁 ～ )。

当時の規制 当局は、原発事故 は起 きない とい う原子力安全神話 に固執 し

て、規制 当局が本来果たすべ き役割 を果た さず、その本来の職務 を放棄 した
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のである。

4 ま とめ～規制 当局の職務放棄が 3.11事 故の被害拡大 を招いた こと

このよ うに、3.11事故以前の我が国では、深層防護 とい う概念 の重要性 は理

解 されなが らも、その実践が行 われ ることはなかったのである。それ どころ

か、当時の規制 当局は、深層防護 の考 え方 に基づいて設計段階で万全の安全対

策 をとつているので、シビアア クシデ ン トの発生す る確率は極 めて低い、だか

ら、その次のシ ビアアクシデ ン ト姑策 を規制要件 に加 えて深層化す る必要はな

い と、全 く理解不能 な論理でその本来の職務 を放棄 して しまつたのである。

2011(平成 23)年 3月 11日 、東京電力福 島第一原発が、東北地方太平洋沖

地震及び同地震 によつて発生 した津波 とい う外部事象 によつて複数 の機器・ 系

統が同時に安全機能 を喪失 した。 これ によつて、シ ビアアクシデ ン トが発生 し

て、その後 の事態の悪化 を食い止 めることができず国際原子力事象評価尺度

(INES)に おいて最悪の レベル 7(深刻 な事故)の事故の発生 を許 して しまっ

た。

また、実効的な避難計画がなかったために、避難途 中のわずか数十時間の間

です ら少な くとも数十人が死亡 し、多数 の者 が被 ば くす るとい う被害が生 じる

こととなった。

原発推進 を優先 して深層防護 の考 え方 を蔑 ろに した ことによつて多 くの命 が

失われたのであ り、また、多 くの者 が被 ば くによる健康影響 に不安 を抱 きなが

らの生活 を強い られ ることとなったのである。

なお、当時、国が秘密裏 に作成 していた通称 「最悪 のシナ リオ」によれ ば、

強制移転 区域 は半径 170キ ロ以上 ,希望者 の移転 を認 める区域が東京都 を含む

半径 250キ ロに及ぶ可能性があると想定 されていた (甲 A第 134号証 )。

3.11事故は、幸運が重なって、その最悪 の事態 に至 らなかった とい うべ きな

のである。
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第 4 新規制基準は深層防護 の考 え方が徹底 されていない こと

1 3.11事故後に実施 された原子力関連法規の改正

3,11事故 を経験 し、被害の実態 に真摯 に向き合 えば、原発か らの撤退が最善

の策である。

しか し、国は、以下のよ うに関連法規 を改正 して、一定の条件 を満 た した原

発 の再稼働 を容認す る方針 を選択 した。

位)原 子力基本法の改正

原子力基本法は、我 が国の原子力政策の基本法であ り、3.11事故 当時、そ

の第 2条 (基本方針 )において、原子力の研究、開発及び利用は 「安全 の確

保 を旨として」行 う旨が定め られていた。 しか し、3.11事 故後、同条に第 2

項が新たに設 け られ 「前項の安全の確保 については、確立 された国際的な基

準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、乗境 の保全並びに我 が国の

安全保障に資す ることを 目的 として、行 うもの とす る (下線 引用者 )。 」 と定

め られた。

12)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制 に関す る法律 (以 下 「原子炉等

規制法」 とい う)の改正

原子炉等規制法の第 1条 (目 的)も 改 め られ 「核原料物質、核燃料物質及

び原子炉 による災害」の例示 として 「原子力施設 において重大な事故が生 じ

た場合 に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設 を設置す る工場又は事業

所の外へ放 出 され ること」 と定め られたほか 「大規模 な 自然災害及びテ ロ リ

ズムその他 の犯罪行為の発生 も想定 した必要な規制 を行 う」 ことが付記 さ

れ、更に、規制の 目的 として 「国民の生命 、健康及び財産の保護 、ガ衆―境 の保

全並びに我 が国の安全保 障に資す ること」が明記 された。

儡)原 子力災害対策特別措置法の改正

原子力災害対策特別措置法 に 2012(平 成 24)年 6月 に新設 された 4条 2項

は 「国は、大規模 な 自然災害及びテ ロ リズムその他 の犯罪行為 による原子力

災害の発生 も想定 し、 これ に伴 う被害の最小化 を図る観 点か ら、警備体制の
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強化、原子力事業所 における深層防護 の徹底、被害の状況に応 じた紺応策の

整備その他原子力災害の防止 に関 し万全の措置 を講ず る責務 を有す る (下線

引用者 )。 」 と定め、わ ざわ ざ 「深層防護 の徹底」 を明確 に規定 した。

14)原子力規制委員会設置法

新規立法である原子力規制委員会設置法は、第 1条 (目 的)において、原

子力規制委員会の職務 を 「原子力利用 における事故の発生 を常に想定 し、そ

の防止 に最善かつ最大の努力 を しなければな らない とい う認識 に立って、確

立 され た 国際的 な基 準 を踏 ま えて原子力利用における安全の確保 を図るため

必要な施策 を策定 (下線 引用者 )」 す ることであると定めた。

15)法 改正の趣 旨

これ らの法改正や法制定の趣 旨に鑑みれば、3.11事故 を経験 した我が国にお

いて、原発 の安全規制 については、国民の生命 、健康及び財産の保護 、環境

の保全等 を 目的 として最善かつ最大の努力に基づ く万全の体制が とられ るべ

きであ り、その基準は、国際的な基準である深層防護 の考 え方 に基づいた

IAEAの提唱す る基準 を踏まえ、いわゆるシ ビアアクシデ ン ト (過酷事故)の

発生の可能性 があることも認 め、大規模 な 自然災害やテ ロ リズム、その他 の

犯罪行為の発生 をも想定 した ものであることを求 めてい るとい うべ きであ

る。

原子炉設置許可処分の許可要件 については、3.11事 故 当時の原子炉等規制

法 (以 下 「旧原子炉等規制法」 とい う。)第 24条第 1項第 4号は 「原子炉施

設 の位置、構造及び設備 が核燃料物質 (使 用済燃料 を含む )、 核燃料物質 によ

って汚染 された物 (原子核分裂生成物 を含む)ま たは原子炉 による災害の防

止上支障がない ものであること」 と定め られていたのに紺 し、現在の原子炉

等規制法第 43条の 3の 6第 1項 4号は 「発電用原子炉施設 の位置、構造及び

設備 が核燃料物質、核燃料物質 によつて汚染 された物又は発電用原子炉によ

る災害の防止上支障がない もの として原子力規制委員会規則 で定める基準に

適合す るものであること」 と定めてい る。
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これは、 旧原子炉等規制法の もとでは、安全基準は法令上の根拠がなかっ

たのに対 し、現在 の原子炉等規制法の下では、安全基準 を原子力規制委員会

規則で定めることに して法令上の根拠 を持たせたのであるが、実質的な要件

は、いずれ も 「災害の防止上支障がない」 ことであつて、文言上は変わって

いない。 しか し、その意味内容 は、上記 の法改正及び法制定の趣 旨に照 らせ

ば、 よ り厳 しい安全規制が求 め られてい ると解 さざるを得 ないのである。

2 新規制基準は深層防護 の体 をな していない こと

原子力規制委員会 は、新規制基準 において深層防護 を徹底す る と してい るが

(甲 A第 176号証 7頁 )、 実際は、以下の よ うに、深層防護 の体 を為 していない。

但)第 1に 、特に耐震安全性 に関 して、根底 となる第 1層 が不十分である。

既 に、準備書面 10、 16、 18、 20等 で述べた とお り、耐震設計の基礎 となる

べ き基準地震動が本質的に過小評価 となるよ うな基準である。これは、当然 、

設備 。機器 の耐震性 の低 さを通 じて、第 2、 3層 の防護 レベル の脆弱性 をもた

らす。

12)第 2に 、新規制基準で新 たに義務化 された第 4層 の防護 レベルであるシ ビ

アアクシデ ン ト対策が非常に不十分である。

根本的な問題 として、国際的な過酷事故対策の設計思想 は、

①パッシブ (無動力)

②自動

③恒設

④プロアクティブ (先 を見越す)

⑤実践主義 (実証主義、現実主義)

である。

しかし、我が国のそれは、

①アクティブ (動力依存)

②手動 (判 断に基づく人的操作)

③仮設 (ま ず移動 。設置が必要)
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④ リアクテ ィブ (起 こつた ら考 える)

⑤楽観的 (精神論的)机上論

であつて、非常に危 うい ものである。

また、すでに準備書面 47に おいて述べた とお り、新規制基準ではテ ロ対策

を新設 した とす るが、米国の苛烈な実戦的対策 に比べれ ば、 日本 のそれは無

防備 に等 しい。

(3)第 3に 、すでに準備書面 46で述べた とお り、新規制基準においては、万が

一の事故が発生 した場合 に、周辺公衆の放射線被害 を防止す る基準であって原

発審査 の最 も根本的かつ重要 な基準である「立地審査指針」の改訂や組入が欠

如 してい る。

(4)第 4に 、最終的に住民の生命・健康 を守 るためには第 5層 の防護 レベル と

して、実効的な避難計画の存在 が絶紺的に重要だが、新規制基準は初 めか ら

この部分 を放棄 してい る。

これ は、原子力規制委員会設置法で定め られた原子力規制委員会の任務 (国

民の生命 、健康及び財産の保護 )に完全 に違背 してい る。

第 5 避難計画 について新規制基準に取 り込んでいない ことは重大な欠陥であるこ

と

1 国は原子力災害対策特別措置法において、避難計画 に関す る事項等 を定め

る我が国の法体系は、深層防護 の考 え方 をふまえた ものであ り、避難計画に関

す る基準 が欠如 してい るこ とを もつて規制基準が不合理 であ る とはい えない

と主張す る。 しか しなが ら、住民の生命 、健康、財産 を保持す ることは国の責

務 であ り、これ らが守 られ るべ き状況で原子力発電の稼働 がな され るべ きこと

は当然 の ことであ り、規制基準に避難計画に関す る規定がない ことは致命的欠

陥・不合理 と言わ ざるをえない

2 なお、国は、原子力災害姑策 を発電用原子炉の設置運転等 に関す る規制の対

象 とす るか否 かは立法政策 に属す る事項 であ り、我が国が原子炉等規制法におい
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て原子炉設置 (変更)許可の基準 とせず、原子力災害対策特別措置法等 において

規定す る体系を とったか らといって、この よ うな立法政策が深層防護 の観 点か ら

不合理であるとはいえない と主張 し、その根拠 として福 岡高等裁判所宮崎支部判

決 をあげる。

3 しか し、 3。 11事故 当時、我が国では IAEAの 5層 の深層防護 の うち 3層 部分

まで しか対応 してお らず、第 4層 部分のシ ビアアクシデ ン ト対策や第 5層 部分

の実効的な避難計画が存在 しなかったため甚大な被害を招いた。

こ うした反省 を踏 まえ、我が国で も本格的に深層防護 の理念が取 り入れ ら

れ ることとなったはずである。

先述 した とお り、我が国で も、3.11事故への深い反省か ら深層防護 の理念

が法 に導入 されたのであ り、 この理念 に従 つた防護 の在 り方が実現 されねば

な らない。 3.11事 故 を経験 した我が国であれば こそ、原発稼働 をす るには確

立 された国際基準 を満 たすべ きは当然 の要請である。前出の原子力災害対策

特別措置法 4条 2項 がわ ざわ ざ深層防護 の徹底 を明記 してい るの も、その当

然の要請 を満 たすためである。

本来は、地域防災計画が有効 に機能す ることにつ き確認 され ることが原子

力発電所 の安全性 に関す る基準の内容 となるべ きものである。 その点では、

稼働 と地域防災計画 は 「車の両輪 (2013(平 成 25)年 2月 13日 の記者会見で

の 田中俊一委員長の発言)(甲 A177号証 )」 とい う関係 にある。アメ リカで

は NRC(Nuclear Regulatory Commission・ 原子力規制委員会)が策定 され

た避難計画に実効性 がある と判断 しなけれ ば、原発 の稼動が許可 され ない仕

組み となってい る。実際にアメ リカでは、ニ ュー ヨー ク州 ロングアイ ラン ド

にあるシ ョー ラム原発 について、実効性 のある避難計画が策 定できず、商業

運転 を行 う前に廃炉が決定 した事例す らある (甲 A172号証 121頁 )。

ま さに、アメ リカでは IAEAの 要求す る第 5層 部分 の防護 が規制要件 となっ

てい るのである。

4 ところが、我が国では、原子力災害特別措置法 によつて地方 自治体 (原
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発事業者 が責任 をもつて策定す るわけではない)に策定が義務付 け られてい

る避難計画である地域防災計画は、原子力規制委員会 の審査 を経 ないため、

実効性 のない不十分 な地域防災計画であつた として も、策定 されて しまえば

災害対策基本法上の もの として位置づ け られて しま う。

我 が国では、原発事業者 が責任 をもつて策定に関与 し、かつ実効性が確認

された避難計画が存在す ることが原発 の稼動 の許可条件 。規制要件 とはなっ

ていない、 とい う、国際基準か ら見て重大な欠陥が存在す る。

これは、原発事故 の被害 にお ける放射線 ない し放射能が もつ危険性や放射

能汚染 による被害の甚大性・深刻 さ (広範囲・長期間にわた る被害の現実)に

照 らし、立法政策の問題 として見過 ごす ことができない ものである。

5 しか もこれまで準備 書面 15～ 17、 21、 22、 及び 48で述べてきた とお り、

現実に策定 されてい る避難計画には多 くの欠陥があ り、住民の生命、健康 、

財産 を守 るもの とは到底言 えないものである。

第 6 ま とめ

この よ うに、3.11事 故後 に行 われた法改正 とそれ に基づ き策定 された新規制

基準は、確立 された国際的な基準、すなわち IAEAの 5層 の深層防護 な どを踏 ま

えて安全規制 を行 うと明記 しなが ら、第 5層 部分 にあた る実効的な避難計画が

規制要件 となっていないな ど、お よそ深層防護 の考 え方が徹底 されてい るとは

言 えない状態である。

今後 も、新規制基準への適合のみ をもつて原発 の安全性 が確イ呆された として

原発 の稼働 を許せ ば、3.11事 故 と同 じ条件 で同 じ事故が起 きるのは当然 とし

て、 よ り軽微 な 自然現象 な どに よつて事故が発生 し、 よ り大 きな被害が生 じる

可能性す ら否定できない。 3.11事故は、幸運が重 なつて最悪 シナ リオには至 ら

なかった事故であることに照 らし、 このまま川 内原発 の再稼働 を許せば、3.11

事故以上の過酷事故が発生 し、 フクシマの被害 を超 える被害 を招 く可能性す ら

ある。

22



よつて、川 内原発の稼働 は差 し止 め られ るべ きである。

以 上
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